
議 第 ９ 号  

 

道 路 の 構 造 の 技 術 的 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

本 市 道 路 の 構 造 の 技 術 的 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

を 下 記 の と お り 制 定 す る も の と す る 。  

令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ２ 月 １ ７ 日 提 出  

 

柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩  

 

 

 

記  

新 潟 県 柏 崎 市 道 路 の 構 造 の 技 術 的 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例  

新 潟 県 柏 崎 市 道 路 の 構 造 の 技 術 的 基 準 等 を 定 め る 条 例 （ 平 成 ２ ４ 年

条 例 第 ６ ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ４ 条 第 １ 項 中 「 停 車 帯 」 の 次 に 「 、 自 転 車 通 行 帯 」 を 加 え 、 同 条

第 ５ 項 中 「 普 通 道 路 の 車 道 」 の 次 に 「 （ 自 転 車 通 行 帯 を 除 く 。 ） 」 を

加 え る 。  

第 ６ 条 第 ２ 項 中 「 副 道 」 の 次 に 「 （ 自 転 車 通 行 帯 を 除 く 。 ） 」 を 加

え る 。  

第 ８ 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

（ 自 転 車 通 行 帯 ）  

第 ８ 条 の ２  自 動 車 及 び 自 転 車 の 交 通 量 が 多 い 第 ３ 種 又 は 第 ４ 種 の 道

路 （ 自 転 車 道 を 設 け る 道 路 を 除 く 。 ） に は 、 車 道 の 左 端 寄 り （ 停 車

帯 を 設 け る 道 路 に あ っ て は 、 停 車 帯 の 右 側 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ）

に 自 転 車 通 行 帯 を 設 け る も の と す る 。 た だ し 、 地 形 の 状 況 そ の 他 の

特 別 の 理 由 に よ り や む を 得 な い 場 合 に お い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  自 転 車 の 交 通 量 が 多 い 第 ３ 種 若 し く は 第 ４ 種 の 道 路 又 は 自 動 車 及

び 歩 行 者 の 交 通 量 が 多 い 第 ３ 種 若 し く は 第 ４ 種 の 道 路 （ 自 転 車 道 を
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設 け る 道 路 及 び 前 項 に 規 定 す る 道 路 を 除 く 。 ） に は 、 安 全 か つ 円 滑

な 交 通 を 確 保 す る た め 自 転 車 の 通 行 を 分 離 す る 必 要 が あ る 場 合 に お

い て は 、 車 道 の 左 端 寄 り に 自 転 車 通 行 帯 を 設 け る も の と す る 。 た だ

し 、 地 形 の 状 況 そ の 他 の 特 別 の 理 由 に よ り や む を 得 な い 場 合 に お い

て は 、 こ の 限 り で な い 。  

３  自 転 車 通 行 帯 の 幅 員 は 、 １ ． ５ メ ー ト ル 以 上 と す る も の と す る 。

た だ し 、 地 形 の 状 況 そ の 他 の 特 別 の 理 由 に よ り や む を 得 な い 場 合 に

お い て は 、 １ メ ー ト ル ま で 縮 小 す る こ と が で き る 。  

４  自 転 車 通 行 帯 の 幅 員 は 、 当 該 道 路 の 自 転 車 の 交 通 の 状 況 を 考 慮 し

て 定 め る も の と す る 。  

第 ９ 条 第 １ 項 中 「 第 ３ 種 」 の 次 に 「 （ 第 ４ 級 及 び 第 ５ 級 を 除 く 。 次

項 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え 、 「 第 ４ 種 の 道 路 」 を 「 第 ４ 種 （ 第 ３ 級

及 び 第 ４ 級 を 除 く 。 同 項 に お い て 同 じ 。 ） の 道 路 で 設 計 速 度 が １ 時 間

に つ き ６ ０ キ ロ メ ー ト ル 以 上 で あ る も の 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 自

動 車 及 び 歩 行 者 の 交 通 量 が 多 い 第 ３ 種 若 し く は 第 ４ 種 の 道 路 」 の 次 に

「 で 設 計 速 度 が １ 時 間 に つ き ６ ０ キ ロ メ ー ト ル 以 上 で あ る も の 」 を 加

え る 。  

第 １ ０ 条 第 １ 項 中 「 自 転 車 道 」 の 次 に 「 又 は 自 転 車 通 行 帯 」 を 加 え

る 。  

第 １ １ 条 第 １ 項 中 「 自 転 車 道 」 の 次 に 「 若 し く は 自 転 車 通 行 帯 」 を

加 え る 。  

第 ３ ０ 条 第 １ 項 第 ３ 号 中 「 車 道 」 の 次 に 「 （ 自 転 車 通 行 帯 を 除 く 。

） 」 を 加 え る 。  

第 ３ １ 条 中 「 横 断 歩 道 橋 等 」 の 次 に 「 、 自 動 運 行 補 助 施 設 」 を 加 え

る 。  

第 ３ ９ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 中 「 第 ８ 条 」 の 次 に 「 、 第 ８ 条 の ２ 第 ３

項 」 を 加 え る 。  

第 ４ １ 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

（ 歩 行 者 利 便 増 進 道 路 ）  

第 ４ １ 条 の ２  歩 行 者 利 便 増 進 道 路 に 設 け ら れ る 歩 道 若 し く は 自 転 車

歩 行 者 道 又 は 歩 行 者 利 便 増 進 道 路 で あ る 自 転 車 歩 行 者 専 用 道 路 若 し

く は 歩 行 者 専 用 道 路 に は 、 歩 行 者 の 滞 留 の 用 に 供 す る 部 分 を 設 け る
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も の と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 部 分 に は 、 歩 行 者 利 便 増 進 施 設 等 の 適 正 か つ 計 画

的 な 設 置 を 誘 導 す る 必 要 が あ る と き は 、 歩 行 者 利 便 増 進 施 設 等 を 設

置 す る 場 所 を 確 保 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る

と 認 め る と き は 、 当 該 場 所 に 街 灯 、 ベ ン チ そ の 他 の 歩 行 者 の 利 便 の

増 進 に 資 す る 工 作 物 、 物 件 又 は 施 設 を 設 け る も の と す る 。  

３  歩 行 者 利 便 増 進 道 路 （ 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進

に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ ８ 年 法 律 第 ９ １ 号 ） 第 １ ０ 条 第 １ 項 に 規 定 す

る 新 設 特 定 道 路 を 除 く 。 ） は 、 同 項 に 規 定 す る 道 路 移 動 等 円 滑 化 基

準 に 適 合 す る 構 造 と す る も の と す る 。  

   附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 新 設 又 は 改 築 の 工 事 中 の 道 路 に つ い て は 、  

こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 新 潟 県 柏 崎 市 道 路 構 造 の 技 術 的 基 準 等 を 定

め る 条 例 第 ８ 条 の ２ 並 び に 第 ９ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に か か わ

ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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新
潟
県
柏
崎
市
道
路
の
構
造
の
技
術
的
基
準
等
を
定
め
る
条
例
（
平
成
２
４
年
１
２
月
２
１
日
条
例
第
６
３
号
）

 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
車
線
等
）
 

（
車
線
等
）
 

第
４
条
 
車
道
（
副
道
、
停
車
帯
、
自
転
車
通
行
帯
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
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分
を
除
く
。
）

は
、
車
線
に
よ
り
構
成
さ
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の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
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第
５
級
又
は
第
４
種
第
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級
の
道
路
に
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て
は
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で
な
い
。
 

２
～
４
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）
 

５
 
第
３
種
第
５
級
又
は
第
４
種
第
４
級
の
普
通
道
路
の
車
道
（
自
転
車
通
行
帯
を
除
く
。
）

の
幅
員
は
、
４
メ
ー
ト
ル
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
普
通
道
路
の
計
画
交
通

量
が
極
め
て
少
な
く
、
か
つ
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な

い
場
合
又
は
第

32
条
の
規
定
に
よ
り
車
道
に
狭
窄さ
く

部
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
３
メ

ー
ト
ル
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

（
副
道
）
 

第
６
条
 
（
略
）
 
 

２
 
副
道
（
自
転
車
通
行
帯
を
除
く
。
）
の
幅
員
は
、
４
メ
ー
ト
ル
を
標
準
と
す
る
も
の
と

す
る
。
 

 第
８
条
 
（
略
）
 

（
自
転
車
通
行
帯
）
 

第
８
条
の
２
 
自
動
車
及
び
自
転
車
の
交
通
量
が
多
い
第
３
種
又
は
第
４
種
の
道
路
（
自
転

車
道
を
設
け
る
道
路
を
除
く
。）

に
は
、
車
道
の
左
端
寄
り
（
停
車
帯
を
設
け
る
道
路
に
あ

っ
て
は
、
停
車
帯
の
右
側
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）

に
自
転
車
通
行
帯
を
設
け
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

２
 
自
転
車
の
交
通
量
が
多
い
第
３
種
若
し
く
は
第
４
種
の
道
路
又
は
自
動
車
及
び
歩
行
者

の
交
通
量
が
多
い
第
３
種
若
し
く
は
第
４
種
の
道
路
（
自
転
車
道
を
設
け
る
道
路
及
び
前

項
に
規
定
す
る
道
路
を
除
く
。）

に
は
、
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
自
転
車

の
通
行
を
分
離
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
車
道
の
左
端
寄
り
に
自
転
車
通
行

第
４
条
 
車
道
（
副
道
、
停
車
帯
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
車
線
に
よ

り
構
成
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
３
種
第
５
級
又
は
第
４
種
第
４
級
の
道
路
に

あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
～
４
 
（
略
）
 

５
 
第
３
種
第
５
級
又
は
第
４
種
第
４
級
の
普
通
道
路
の
車
道
の
幅
員
は
、
４
メ
ー
ト
ル
と

す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
普
通
道
路
の
計
画
交
通
量
が
極
め
て
少
な
く
、
か
つ
、

地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
又
は
第

3
2条

の
規
定
に

よ
り
車
道
に
狭
窄さ
く

部
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、３

メ
ー
ト
ル
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
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（
副
道
）
 

第
６
条
 
（
略
）
 
 

２
 
副
道
の
幅
員
は
、
４
メ
ー
ト
ル
を
標
準
と
す
る
も
の
と
す
る
。
 

  第
８
条
 
（
略
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

帯
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む

を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

３
 
自
転
車
通
行
帯
の
幅
員
は
、
１
．
５
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
１
メ
ー

ト
ル
ま
で
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
 
自
転
車
通
行
帯
の
幅
員
は
、
当
該
道
路
の
自
転
車
の
交
通
の
状
況
を
考
慮
し
て
定
め
る

も
の
と
す
る
。
 

 

（
自
転
車
道
）
 

第
９
条
 
自
動
車
及
び
自
転
車
の
交
通
量
が
多
い
第
３
種
（
第
４
級
及
び
第
５
級
を
除
く
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。）

又
は
第
４
種
（
第
３
級
及
び
第
４
級
を
除
く
。
同
項
に
お
い
て
同

じ
。）
の
道
路
で
設
計
速
度
が
１
時
間
に
つ
き

60
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
に
は
、

自
転
車
道
を
道
路
の
各
側
に
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特

別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
 
自
転
車
の
交
通
量
が
多
い
第
３
種
若
し
く
は
第
４
種
の
道
路
又
は
自
動
車
及
び
歩
行
者

の
交
通
量
が
多
い
第
３
種
若
し
く
は
第
４
種
の
道
路
で
設
計
速
度
が
１
時
間
に
つ
き

60
キ

 

ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
（
前
項
に
規
定
す
る
道
路
を
除
く
。）

に
は
、
安
全
か
つ
円

滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
自
転
車
の
通
行
を
分
離
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
自
転
車
道
を
道
路
の
各
側
に
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他

の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

３
～
５
 
（
略
）
 

 

（
自
転
車
歩
行
者
道
）
 

第
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条
 
自
動
車
の
交
通
量
が
多
い
第
３
種
又
は
第
４
種
の
道
路
（
自
転
車
道
又
は
自
転
車

通
行
帯
を
設
け
る
道
路
を
除
く
。
）
に
は
、
自
転
車
歩
行
者
道
を
道
路
の
各
側
に
設
け
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場

合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
～
４
 
（
略
）
 

（
歩
道
）
 

        

（
自
転
車
道
）
 

第
９
条
 
自
動
車
及
び
自
転
車
の
交
通
量
が
多
い
第
３
種
又
は
第
４
種
の
道
路
に
は
、
自
転

車
道
を
道
路
の
各
側
に
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の

理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

  ２
 
自
転
車
の
交
通
量
が
多
い
第
３
種
若
し
く
は
第
４
種
の
道
路
又
は
自
動
車
及
び
歩
行
者

の
交
通
量
が
多
い
第
３
種
若
し
く
は
第
４
種
の
道
路
（
前
項
に
規
定
す
る
道
路
を
除
く
。
）

に
は
、
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
自
転
車
の
通
行
を
分
離
す
る
必
要
が
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
自
転
車
道
を
道
路
の
各
側
に
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地

形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

３
～
５
 
（
略
）
 

 

（
自
転
車
歩
行
者
道
）
 

第
10
条
 
自
動
車
の
交
通
量
が
多
い
第
３
種
又
は
第
４
種
の
道
路
（
自
転
車
道
を
設
け
る
道

路
を
 
除
く
。
）
に
は
、
自
転
車
歩
行
者
道
を
道
路
の
各
側
に
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

２
～
４
 
（
略
）
 

（
歩
道
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

第
11
条
 
第
４
種
（
第
４
級
を
除
く
。
）
の
道
路
（
自
転
車
歩
行
者
道
を
設
け
る
道
路
を
除

く
。
）
、
歩
行
者
の
交
通
量
が
多
い
第
３
種
（
第
５
級
を
除
く
。
）
の
道
路
（
自
転
車
歩

行
者
道
を
設
け
る
道
路
を
除
く
。
）
又
は
自
転
車
道
若
し
く
は
自
転
車
通
行
帯
を
設
け
る

第
３
種
若
し
く
は
第
４
種
第
４
級
の
道
路
に
は
、
そ
の
各
側
に
歩
道
を
設
け
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
～
５
 

(略
) 

 

（
待
避
所
）
 

第
30
条
 
第
３
種
第
５
級
の
道
路
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
待
避
所
を
設
け
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
交
通
に
及
ぼ
す
支
障
が
少
な
い
道
路
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

⑶
 
待
避
所
の
長
さ
は
、

20
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
そ
の
区
間
の
車
道
（
自
転
車
通
行
帯

を
除
く
。
）
の
幅
員
は
、
５
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
 

 

（
交
通
安
全
施
設
）
 

第
31
条
 
交
通
事
故
の
防
止
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
横
断
歩
道
橋
等
、

自
動
運
行
補
助
施
設
、
柵
、
照
明
施
設
、
視
線
誘
導
標
、
緊
急
連
絡
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
施
設
で
規
則
で
定
め
る
も
の
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
 

 

（
小
区
間
改
築
の
場
合
の
特
例
）
 

第
39
条
 
道
路
の
交
通
に
著
し
い
支
障
が
あ
る
小
区
間
に
つ
い
て
応
急
措
置
と
し
て
改
築
を

行
う
場
合
（
次
項
に
規
定
す
る
改
築
を
行
う
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
れ
に
隣
接

す
る
他
の
区
間
の
道
路
の
構
造
が
、
第
４
条
、
第
５
条
第
３
項
、
第
５
項
及
び
第
６
項
、

第
６
条
、
第
８
条
、
第
８
条
の
２
第
３
項
、
第
９
条
第
３
項
、
第
10
条
第
２
項
及
び
第
３

項
、
第
11
条
第
３
項
及
び
第
４
項
、
第
13
条
第
２
項
及
び
第
３
項
、
第
16
条
か
ら
第
22
条

ま
で
、
第

23
条
第
３
項
並
び
に
第
２
５
条
の
規
定
に
よ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
た
め
、

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
基
準
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る

第
11
条
 
第
４
種
（
第
４
級
を
除
く
。
）
の
道
路
（
自
転
車
歩
行
者
道
を
設
け
る
道
路
を
除

く
。
）
、
歩
行
者
の
交
通
量
が
多
い
第
３
種
（
第
５
級
を
除
く
。
）
の
道
路
（
自
転
車
歩

行
者
道
を
設
け
る
道
路
を
除
く
。
）
又
は
自
転
車
道
を
設
け
る
第
３
種
若
し
く
は
第
４
種

第
４
級
の
道
路
に
は
、
そ
の
各
側
に
歩
道
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
形
の
状

況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 ２
～
５
 
(略

) 

 

（
待
避
所
）
 

第
30
条
 
第
３
種
第
５
級
の
道
路
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
待
避
所
を
設
け
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
交
通
に
及
ぼ
す
支
障
が
少
な
い
道
路
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

⑶
 
待
避
所
の
長
さ
は
、

2
0メ

ー
ト
ル
以
上
と
し
、
そ
の
区
間
の
車
道
の
幅
員
は
、
５
メ

ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
 

 

（
交
通
安
全
施
設
）
 

第
31
条
 
交
通
事
故
の
防
止
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
横
断
歩
道
橋
等
、

柵
、
照
明
施
設
、
視
線
誘
導
標
、
緊
急
連
絡
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
で
規
則

で
定
め
る
も
の
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
 

 

（
小
区
間
改
築
の
場
合
の
特
例
）
 

第
39
条
 
道
路
の
交
通
に
著
し
い
支
障
が
あ
る
小
区
間
に
つ
い
て
応
急
措
置
と
し
て
改
築
を

行
う
場
合
（
次
項
に
規
定
す
る
改
築
を
行
う
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
れ
に
隣
接

す
る
他
の
区
間
の
道
路
の
構
造
が
、
第
４
条
、
第
５
条
第
３
項
、
第
５
項
及
び
第
６
項
、

第
６
条
、
第
８
条
、
第
９
条
第
３
項
、
第
1
0条

第
２
項
及
び
第
３
項
、
第

1
1条

第
３
項
及

び
第
４
項
、
第

13
条
第
２
項
及
び
第
３
項
、
第
1
6条

か
ら
第

2
2条

ま
で
、
第
2
3条

第
３
項

並
び
に
第

25
条
の
規
定
に
よ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
た
め
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る

基
準
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規

7



改
正
後
 

改
正
前
 

と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
道
路
の
交
通
の
安
全
の
保
持
に
著
し
い
支
障
が
あ
る
小
区
間
に
つ
い
て
応
急
措
置
と
し

て
改
築
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
道
路
の
状
況
等
か
ら
み
て
第
４
条
、
第
５
条
第
３

項
、
第
５
項
及
び
第
６
項
、
第
６
条
、
第
７
条
第
２
項
、
第
８
条
、
第
８
条
の
２
第
３
項
、

第
９
条
第
３
項
、
第

10
条
第
２
項
及
び
第
３
項
、
第
11
条
第
３
項
及
び
第
４
項
、
第

13
条

第
２
項
及
び
第
３
項
、
第

20
条
第
１
項
、
第
23
条
第
３
項
、
次
条
第
１
項
及
び
第
２
項
並

び
に
第
41
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

 第
41
条
 
（
略
）
 

（
歩
行
者
利
便
増
進
道
路
）
 

第
41
条
の
２
 
歩
行
者
利
便
増
進
道
路
に
設
け
ら
れ
る
歩
道
若
し
く
は
自
転
車
歩
行
者
道
又

は
歩
行
者
利
便
増
進
道
路
で
あ
る
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
若
し
く
は
歩
行
者
専
用
道
路

に
は
、
歩
行
者
の
滞
留
の
用
に
供
す
る
部
分
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
部
分
に
は
、
歩
行
者
利
便
増
進
施
設
等
の
適
正
か
つ
計
画
的
な
設
置

を
誘
導
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
歩
行
者
利
便
増
進
施
設
等
を
設
置
す
る
場
所
を
確
保

す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
場
所

に
街
灯
、
ベ
ン
チ
そ
の
他
の
歩
行
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設

を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
歩
行
者
利
便
増
進
道
路
（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る

法
律
（
平
成

18
年
法
律
第
91
号
）
第
10
条
第
１
項
に
規
定
す
る
新
設
特
定
道
路
を
除
く
。
）

は
、
同
項
に
規
定
す
る
道
路
移
動
等
円
滑
化
基
準
に
適
合
す
る
構
造
と
す
る
も
の
と
す
る
。 

定
に
よ
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
道
路
の
交
通
の
安
全
の
保
持
に
著
し
い
支
障
が
あ
る
小
区
間
に
つ
い
て
応
急
措
置
と
し

て
改
築
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
道
路
の
状
況
等
か
ら
み
て
第
４
条
、
第
５
条
第
３

項
、
第
５
項
及
び
第
６
項
、
第
６
条
、
第
７
条
第
２
項
、
第
８
条
、
第
９
条
第
３
項
、
第

10
条
第
２
項
及
び
第
３
項
、
第

1
1条

第
３
項
及
び
第
４
項
、
第

1
3条

第
２
項
及
び
第
３
項
、

第
20
条
第
１
項
、
第

2
3条

第
３
項
、
次
条
第
１
項
及
び
第
２
項
並
び
に
第
4
1条

第
１
項
の

規
定
に
よ
る
基
準
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

 

 第
41
条
 
（
略
）
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